フランチャイズ契約書

本契約は、フランチャイズ本部である株式会社〇〇（以下「本部」という。）と、加盟店である株式会社△△（以下「加盟店」という。）との間で、〇〇ブランドに関するフランチャイズ事業の運営について、次のとおり締結する。

第1条（目的）
本部は、自己が開発・運営する〇〇ブランド（以下「本部チェーン」という。）の商号、商標、経営ノウハウおよび経営支援システムを加盟店に使用させ、加盟店はこれを用いて事業を運営することを目的とする。

第2条（契約の性質）
1. 本契約は、加盟店が独立した事業者として自己の責任と計算において営業を行うことを前提とする。
2. 加盟店は、本部の指導・助言を受けるが、本部の代理人または雇用者ではない。

第3条（営業区域）
加盟店は、本部が指定する店舗所在地において事業を行うものとし、その区域外で同一ブランドによる営業を行ってはならない。

第4条（加盟金およびロイヤリティ）
1. 加盟店は、本契約締結時に加盟金〇円（税込）を本部に支払うものとする。
2. 加盟金は契約締結の対価であり、いかなる理由があっても返還されない。
3. 加盟店は、毎月の売上高の〇％または月額〇円をロイヤリティとして、本部指定口座に支払う。
4. 支払期日は毎月〇日とし、振込手数料は加盟店の負担とする。

第5条（商標・ノウハウの使用許諾）
1. 本部は、加盟店に対し、商号、商標、ロゴマーク、店舗デザイン、マニュアル、販売ノウハウ等の使用を許諾する。
2. 加盟店は、これらの権利を第三者に使用させてはならない。
3. 契約終了後、加盟店は直ちに本部の商標・標識を使用してはならない。

第6条（営業指導および教育）
1. 本部は、加盟店に対し、開業準備・店舗運営・販売促進・人材教育・衛生管理等について指導・助言を行う。
2. 加盟店は、本部の運営指導に誠実に従い、ブランドの信用維持に努めるものとする。

第7条（マニュアル）
1. 本部は、フランチャイズ事業の運営方法を定めた「運営マニュアル」を加盟店に交付する。
2. 加盟店は、マニュアルの内容を遵守し、第三者に漏えいまたは転用してはならない。
3. マニュアルの内容変更があった場合、本部は加盟店に通知し、加盟店は改訂版を速やかに適用する。

第8条（店舗設備および仕入れ）
1. 加盟店は、本部の指定仕様に基づいて店舗を設計・施工し、開店前に本部の検査を受けるものとする。
2. 加盟店は、本部指定の仕入先または承認を得た業者から原材料・商品を購入しなければならない。
3. 本部は、品質管理上の理由により、仕入先の指定・変更を行うことができる。

第9条（営業方針および禁止事項）
1. 加盟店は、本部の経営理念および営業方針に沿って店舗を運営しなければならない。
2. 次の行為を禁止する。
　① 無断で価格改定・メニュー変更・広告実施を行うこと
　② 本部の信用を損なう行為を行うこと
　③ 不正競争や商標侵害となる行為を行うこと

第10条（会計報告および監査）
1. 加盟店は、毎月の売上報告書を本部に提出する。
2. 本部は、加盟店の帳簿・レジデータ等を確認し、必要に応じて監査を行うことができる。
3. 不正報告が発覚した場合、本部は直ちに契約を解除できる。

第11条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から〇年間とする。
2. 期間満了の〇か月前までにいずれかから書面による終了通知がない場合、本契約は同一条件で自動更新される。

第12条（中途解約）
1. 加盟店がやむを得ない事情で契約を中途解約する場合は、60日前までに書面で本部に通知する。
2. 解約時に未払いのロイヤリティ・商品の代金等がある場合、加盟店はこれを一括で支払う。
3. 契約期間中の解約であっても、既払の加盟金・研修費等は返還されない。

第13条（秘密保持）
加盟店は、本部から提供された経営情報・ノウハウ・顧客情報等を第三者に漏らしてはならない。
この義務は契約終了後も存続する。

第14条（競業避止義務）
1. 加盟店は、契約期間中および契約終了後〇年間、同一または類似の業態による事業を、半径〇km以内で自らまたは第三者を通じて行ってはならない。
2. 本条に違反した場合、本部は損害賠償を請求できる。

第15条（契約解除）
本部は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せずして契約を解除できる。
1. ロイヤリティの支払いを2回以上怠ったとき
2. 不正・虚偽の報告をしたとき
3. 本部の信用を著しく損なう行為をしたとき
4. 法令に違反する行為を行ったとき
5. 経営破綻・支払不能に陥ったとき

第16条（契約終了後の処理）
1. 契約終了後、加盟店は本部の商標・マーク・デザイン・制服等を一切使用してはならない。
2. 店舗内外の本部標識類は、速やかに撤去・破棄するものとする。
3. 本部が加盟店に貸与した備品・機材は、返還または買取のいずれかを選択できる。

第17条（損害賠償）
加盟店または本部が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、違反当事者はその損害を賠償する。

第18条（不可抗力）
天災地変、法令改正、感染症流行、行政指導その他当事者の責に帰さない事由により契約の履行が困難となった場合、当該当事者はその責を負わない。

第19条（紛争解決）
1. 本契約に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し、円満な解決を図る。
2. 協議によっても解決しない場合は、本部の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、本部および加盟店が記名押印のうえ、各自1通を保有する。





令和　年　月　日

本部　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

加盟店　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

